
３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

児童扶養手当

○ 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について
手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。

＜支給対象者＞
○ 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監護する母等

＜支給要件＞
○ 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が
明らかでない児童等を監護していること等

＜手当額（令和５年４月～）＞
○ 月額 ・全部支給：４４，１４０円 ・一部支給：４４，１３０円～１０，４１０円

加算額（児童２人目） ・全部支給：１０，４２０円 ・一部支給：１０，４１０円～ ５，２１０円
（児童３人目以降１人につき）・全部支給： ６，２５０円 ・一部支給： ６，２４０円～ ３，１３０円

＜所得制限限度額（収入ベース）＞※前年の所得に基づき算定

○ 全部支給（２人世帯）：１６０万円
一部支給（２人世帯）：３６５万円

＜支給期月＞
○ １月、３月、５月、７月、９月、１１月

【実施主体】都道府県・市・福祉事務所設置町村
【補 助 率】国 １／３、都道府県・市・福祉事務所設置町村 ２／３
【受給者数】８５４，５４０人（母：８０８，６５８人、父：４２，１５３人、養育者：３，７２９人）※令和４年３月末現在

【改正経緯】①多子加算額の倍増（平成２８年８月分手当から実施）
②全部支給の所得制限限度額の引き上げ（平成３０年８月分手当から実施）
③支払回数を年３回から年６回に見直し（令和元年１１月分手当から実施）
④ひとり親の障害年金受給者についての併給調整の方法の見直し（令和３年３月分手当から実施）

令和５年度当初予算 1,486.2億円（1,617.7億円）※（）内は前年度当初予算額
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